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記者会見の概要

１．日 時  ２０２３年１０月１７日（火）１０時００分～１０時３５分

２．出席者  北海道建設記者会（４社）

北海道建設新聞社、北海道通信社、日刊建設通信新聞社、日刊建設工業新聞社

３．概 要  和泉社長が資料「保証事業から見た２０２３年度 上半期公共事業と保証事業重点推進方針

の進捗状況」に基づき説明した。

 また、別資料に基づき再開発事業に伴う本社移転についてお知らせした。

（１）保証事業から見た２０２３年度上半期公共事業

  ①前払金保証実績の推移

 ・当社の上半期道内前払保証対象請負金額は、8,323 億円であり前年同期比 15％増となり、過去 20
年間において第１位となった。

・発注者別では、独立行政法人等で 43％増、市町村が 25％増、道が 6％増、国が 8％減となった。 
・道内の中間前払金の利用は、対象請負金額で前年同期比 30％増となり、市町村における制度拡充

が進んでいる。

  ②保証事故の状況

・上半期に保証事故は、発生していない。

（２）２０２３年度第２回建設業景況調査結果

  ①前回調査と比較し、多くの項目で悪い、困難、減少傾向が続いている。

②「地元建設業会の景気」は 2021 年 12 月期から悪い傾向が続いている。 
  ③「経営上の問題点」では「人手不足」と「従業員の高齢化」が高い水準で問題点として挙げられて

いる。

（３）２０２３年度保証事業重点推進方針の上半期進捗状況

  ①道内市町村における前払金制度の改善・利用促進

・前払金支払限度額撤廃は、４市町増加し 163 市町村（91%）となった。

・中間前払金制度導入市町村は、10 町村増加し 112 市町村（63%）となった。

 ・ 

②保証業務のデジタル化の推進

・昨年 5 月 9 日から運用開始の国土交通省発注分の上半期実績は、前払金保証 1,333 件（全 1,840
件に占める割合 72.4％）、契約保証 117 件（全 232 件に占める割合 50.4％）となった。

・2022 年 10 月 1 日から運用開始の北海道発注分の上半期実績は、前払金保証 1,160 件（全 2,896
件に占める割合 40.1％）となった。
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  ③北海道の建設業の働き・魅力を発信 
   ・北海道建青会（８地区）によるコンストラクション甲子園開催を支援・協力している。 
   ・Instagram にて、現場見学会やコンストラクション甲子園等の助成事業や建設業に関係するイベ

ントについて幅広く情報を発信中である。 
  ④道内建設業担い手確保助成事業による支援 
   ・「道内建設業担い手確保助成事業」（2019~2023 年度までの 5 年間で 1 億円規模）の最終年度とし

て、33 件、2,217 万円に対し助成を内定している。 
   ・2024 年度以降の助成事業の検討のため、建設業団体などに対しアンケートを実施中である。 

 
（４）再開発事業に伴う本社移転のお知らせ 
  ・本社移転後の営業再開日は 2023 年 11 月 27 日（月）であり、移転先は中央区北 3 条西 4 丁目のＤ

-ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ札幌の 13 階と 12 階である。 

 
４．質疑等 
（問）上半期前払保証対象請負金額が過去 20 年間で第１位となったことについての感触は。 
（答）JRTT の工事が大きいと説明したが、北海道新幹線の開通自体が遅れるとの報道もあり楽観視はし

ていない。建設業界が継続的に事業を営むために、国土強靭化などの措置により経常的な事業規模

が確保されることが重要であると考えている。 

 
（問）道内建設業担い手確保助成事業について、次年度以降の助成事業のためアンケートを実施している 

との説明があったが、アンケート結果について簡単に聞かせて欲しい。 
（答）アンケートは実施中であり、具体的な結果などはまだ把握できていないが、今年度までに実施して

きた５年間については一定の評価をいただいていると認識している。 
ただし、来年度の新たな取り組みについて、建青会と意見交換をしながら考えていきたい。 

 
（問）保証証書の電子化について、順調に利用実績を伸ばしているが、今後の目標などはあるか。 
（答）証書の電子化は受注者にとって非常に便利であると思っているが、未だ対面で手続きを行う場面も

残っており、様々な環境整備が進めば利用率は上がっていくものと思われ、限りなく 100％に近い

利用率となるのではないかと考えている。 

    
（問）景況調査の経営上の問題点において人手不足が挙げられるように業界にとって大きな問題であるが、

北海道保証として具体的な取組があれば教えていただきたい。 
（答）建設業担い手確保助成事業において、高校生に対する資格取得助成の範囲をどのように広げていく

かがポイントであり、普通科高校における利用拡大も含め、建青会と協力して範囲を広げる方法を

模索したいと考えている。 
以 上 
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Ⅲ 2023年度保証事業重点推進方針の上半期進捗状況

１ 発注者との連携の強化

（１） 前払金制度改善等について発注者と意見交換

（２） 新担い手３法関連施策への協力

２ 前払金制度の改善・利用促進

（１） 道内市町村における前払金支払限度額撤廃の働きかけ

未だ支払限度額を設定している20市町村への撤廃を働き掛けており、この内4市町で改善が進み、163市町村

（91％）で限度額が撤廃されている。

（２） 中間前払金保証制度を利用しやすい環境整備

① 中間前払金制度を導入した市町村は、2023年3月末で102市町村（57％）と導入は進んでいるものの、

北海道を除く全国の導入率97％に比較し大幅に低いため、129市町村（72％）導入を目指し働きかけており、

9月末で10市町で制度導入が進み、112市町村（63％）となった。引き続き地域の中心的自治体を重点に、

制度導入を働き掛けている。

② 導入済みの発注者には、現場サイドでの協力を含め手続きが簡単であることが受注者に伝わるよう要請

している。未だ利用していない受注者には既利用者の満足度を伝え、一度でも利用するよう勧めている。

③ 中間前払金の請負金額を前払金保証の請負金額と対比した利用率は、前年同期と比較し、3.0％ ⇒  3.2%

である。

（３） 出来高融資制度導入の働きかけ

① 品確法運用指針で中間前払とともに活用を促している地域建設業経営強化融資制度（出来高融資）は、制度が

5年間延長されたことから、北保証サービスと連携し、保証契約者に制度活用を提案している。

前払金保証の請負金額と対比した利用率は、前年同期と比較し、 0.3 ％ ⇒  0.2％である。

② 同制度を導入している市町村は、 上半期に滝川市が新たに導入し、36市町（20％）、未導入市町村に対する導入

働きかけを続けている。

15



３ 保証証書の電子化に取り組む

（１） 保証証書の電子化は、昨年5月9日より国土交通省発注分より運用を開始した。

今年度上半期の実績は前払金保証1,333件（国交省分1,840件に占める割合72.4％）、契約保証117件 （国交省分

232件に占める割合50.4％）である。

昨年10月1日からは、北海道庁も前払金保証証書の電子化の運用を開始しており、今年度上半期の実績は

前払金保証1,160件（北海道分2,896件に占める割合40.1％）である。契約保証はまだ電子化していない。

（２） 保証契約者のWeb保証申込を促進し、電子的に保証手続を行うための環境整備を進めており、Web保証申込に

ついては増加している。

４ 保証契約者との連携の強化・情報提供

（１） 経営改善のための情報提供

① 業種別、売上高別3ヶ年推移や他地域、他産業との比較等わかりやすく提供

② 2022年度財務分析は11月に提供する予定

５ 北海道の建設業の働き・魅力を発信

（１） 北海道建青会（8地区）によるコンストラクション甲子園開催を支援・協力している。

（２） Instagramにて、現場見学会やコンストラクション甲子園等の助成事業や建設業に関係するイベントについて

幅広く情報を発信中。

６ 担い手確保への支援

（１） 今年度は道内建設業担い手確保助成事業（2019～2023年度までの5年間で1億円規模）の最終年度であり、

現時点で33件、2,217万円を内定。

（２） 2024年度以降の助成事業の検討のため、建設業団体や教育機関に対しアンケートを実施中。

さらにアンケート結果について北海道建青会との意見交換会を実施する予定。
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再開発事業に伴う本社移転のお知らせ 

 

北海道建設業信用保証株式会社 

北保証サービス株式会社 

 

１．移転先 

 〒060-0003 札幌市中央区北３条西４丁目１番地４ D-LIFEPLACE札幌 

      １３階 総務企画部、経理部、業務部 

          １２階 情報システム室、北保証サービス株式会社 

 

２．連絡先（変更ありません） 

   ・北海道建設業信用保証株式会社（本社） 

         代表番号（011）231-4452 FAX（011）222-6288 

         保証申込（011）221-2092 FAX（011）222-7148 

   ・北保証サービス株式会社 

         代表番号（011）241-8654  FAX (011) 222-6601 

 

３．臨時休業日（本社）１１月２４日（金） 

４．営業再開日（本社）１１月２７日（月）     

案内図 
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